
2 章 利用者情報編 

70 

2 
利
用
者
情
報 

 5   医療保険対応情報を登録する             
医療保険対応の訪問看護サービスの登録及び、医療保険請求処理を⾏うには、医療保険用に被保険者証・公
費情報の登録を⾏う必要があります。 
医療保険に関わる情報は《利用者情報》〈医療保険〉画⾯にまとめています。 

 5-1  医療保険被保険者証を登録する 
医療保険被保険者証情報を登録します。 

医療保険被保険者証を新規登録する 

【操作手順】 
① 登録画面が［被保険者証］になっていることを確認する 
※医療保険情報については「被保険者証」と「公費」を同じ画⾯内で切り替えて使用します。選択されてい
る登録画⾯がグレーになっています。 
② 利用者リストから、対象となる利用者を選択する 
③［新規］ボタンをクリックする 
④ 被保険者証を確認しながら各項目の⼊⼒する 
⑤［保存］ボタンをクリック 
⑥ リストに追加されたことを確認する 
登録された被保険者証の情報は画⾯上部のリストに表示されます。 

 
被保険者証の登録は、新しいものが交付される度、新規登録を⾏い履歴管理します。登録された情報は最新
の有効期間のものがリストの上位に表示されます。 
 

 
 

被保険者証の記載項目とファーストケア⼊⼒画⾯の関連付けは次のようになります。 
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医療保険被保険者証の記載内容をご覧になり、正確に⼊⼒してください。 
（ア）保険の種類を登録します。 
 社保 医療保険（職域保険） 
 国保 国⺠健康保険（地域保険） 
 後期 後期⾼齢者医療制度 
 退職者 退職者医療制度※国⺠健康保険 
（イ）本人/家族の種別を登録します。 
 国⺠健康保険または医療保険（社保）の世帯主 本人 
 国⺠健康保険の世帯主と給付割合の異なるもの、 
       または医療保険（社保）世帯主の被扶養者 家族 
 未就学者（6 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日以前） ６歳 
 ⾼齢受給者・後期⾼齢者医療⼀般・低所得者  ⾼齢⼀ 
 ⾼齢受給者・後期⾼齢者医療 7 割給付  ⾼齢７ 
（ウ）保険者番号 
（エ）保険者名 
（オ）記号・番号  記号と番号の間に「・」を⼊れてください。 
（カ）資格取得年月日を⼊⼒します。 
 医療保険（社保）世帯主の被扶養者の場合 認定年月日 
 退職者医療制度の場合 退職該当年月日 
（キ）交付年月日を⼊⼒します。 
（ク）有効期限を⼊⼒します。 
 有効期限の記載のない場合は空欄にします。 
（ケ）給付割合を⼊⼒します。 
 通常は（イ）「本人/家族」の登録で自動設定されます。 
 給付割合が異なる場合は⼿動で変更します。 
（コ）利用者住所を⼊⼒します。 
 《利用者情報》〈基本情報〉に登録されている住所が自動で⼊⼒されます。 
 被保険者証記載内容と異なる場合は修正してください。 
 ※利用者住所は被保険者証登録の［新規］ボタンを押した時点の情報を引き継いでいます。 
 後から変更された内容は上書きされませんのでご注意ください。 
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（サ）負担⾦額の減免 
 ⼀部負担⾦の減免及び徴収猶予制度を利用されている場合は、減免に関わる証明書の内容を 
 ⼊⼒します。 

  
 
※ 下記、医療保険被保険者証イメージをご参照ください（後期⾼齢者医療制度の場合）。 

 
 

 
 
 
 
 
 

    高齢受給者証を登録する場合 
⾼齢受給者証を登録する場合は 
（ア）保険の種類 国保 
（イ）本人/家族 ⾼齢⼀または⾼齢７ で登録します。 
 

 

 Point 

(ク)有効期限 

(オ)記号・番号（後期高齢者医療の場合は番号のみ）

(カ)資格取得年月日 

(キ)交付年月日 

(ケ)負担金の割合 1 割なので給付割合に 9 割 

(ウ)保険者番号 

(エ)保険者名 
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更新された被保険者証を登録する（複写） 

被保険者証が新しい期間で更新されたら、追加登録を⾏います。 
※被保険者証の登録は、新しいものが交付される度、「被保険者証の新規登録」を⾏い履歴管理します。登録
された情報は、最新の有効期間のものがリストの上位に表示されます。 
※月の途中で保険者番号の変更があった場合は、変更前と変更後をそれぞれ登録しておく必要があります。
給付割合の変更があった場合も同様です。 
 
有効期間が更新された場合は、既存の被保険者証情報を複写して作成することができます。 
【操作手順】 
①「利用者リスト」から、対象となる利用者を選択する 
② 登録されている被保険者証のリストから、複写する被保険者証を選択する 
③［新規］ボタンをクリックする 
④ 表示されたウィンドウにて、「複写します」を選択し、［ＯＫ］をクリックする 
  ※「新規作成します」を選択した場合は複写されません。 
⑤ 複写した被保険者証情報の修正箇所を⼊⼒する 
⑥ ［保存］ボタンをクリックする 
確認ウィンドウにて、［はい］を選択すると保存され、新しい⾏が追加されます。 

  
 
 

 

    同じ保険種別で更新された被保険者証の登録 
同じ保険種別で更新された被保険者証を登録する際、「資格取得年月日」の欄には「交付年月日」と同
⼀の日付を登録します。 

 
特に給付割合の変更や、記号・番号の変更があった場合は適用される期間の判定に繋がるため、登録
の際にご注意ください。 

! 注意 
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